
様式第131号その3(第154条、第167条)(賃借用) 

様式第132号その3(第163条、第167条)( 〃 ) 

  

入 札 書(見積書)(請書) 

 

￥            

課(財務担当所)名 福岡県水産海洋技術センター   

使 用 期 間 
令和７年１０月１日～ 

令和１２年９月３０日 

使用課(財務

担当所)名 

福岡県水産海洋

技術センター 

賃 借 件 名 土地・家屋・会場・自動車・船舶・その他(パソコン) 

所在地(目的地) 福岡市西区今津１１４１番地の１ 水産海洋技術センター 

名 称 福岡県水産情報データバンクシステム運用パソコンの賃貸借  

構造(車種・定員) 仕様書のとおり 

内

訳 

区 分 数 量 時 間 単 価 金 額 

 システム運用パソコン ９台 ６０ヵ月     

          

          

 

 上記のとおり入札(見積)いたします。 

 福岡県      殿 

年  月  日  

住 所            

氏 名            

 

1 契約内容 上記のとおり 

2 契約金額 ￥ 

   (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥            ) 

3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額

を納入します。 

4 私の責任において履行の遅延をしたときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につ

き、未納部分の代金の２．５パーセントの金額を納入します。 

5 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があったとき

は、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除により私に

損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金として県に契約金額の

100分の10の金額を納入します。 

 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴

力的組織」という。)であるとき。 

 (2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員

又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴

力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっ

ているとき。 

 (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。 



 (4) 第 1 号又は第 2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一

次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結し

たとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やか

に、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。)。 

 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益

を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員

等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を

供与したとき。 

 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に

非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にする

こと、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に出席すること

等)。 

6 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められ

たときは、速やかに提出します。 

 

 

 福岡県      殿 

 

年  月  日  

契約者住所             

氏 名          印  

 

備考 1 入札(見積)金額(土地のみの1月以上の賃借に係るものを除く。)は、契約希望金

額の110分の100に相当する金額を記入すること。 

   2 契約金額は、入札書(見積書)金額に当該金額の10％に相当する金額を加算した金

額(1円未満切捨て)を記入すること。 

   3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金

額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。 

    4 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延

防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が

決定する率を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 


